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助成金の受給手続きのイメージ 

計画届事前提出 

計画届事前提出 

※初回のみの確認事項 

支給申請期間（2か月） 

○対象期間の指定 
○生産指標の確認 
○労使協定の確認 
（対象期間を網羅して
いる場合） 

比較対象3か月 最近3か月 

生産指標の確認 

対象期間（１年間） 

実際に休業を行う判定基礎期間 
（賃金締切期間） 

▲ 

申
請 

▲ 

支
給 
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50日 

H19.4.1

4.2 4.2
1年 1年 

4.2

H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H23.3.31

当該対象期間 

70日 150日 

当該対象期間の開始の日か
ら起算して過去3年以内に対
象期間の初日がないため、
当該期間は含めない。 

当該対象期間において
利用可能な残日数 
300－（150＋70）＝
80日 
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公共職業安定所長経由 

（1）資本の額又は出資の総額　　　　　　　　　　  　円 

　常時雇用する労働者の数　　　　　　　　　　  　  人 

休業予定の被保険者実人員 

対象期間 

教育訓練予定の被保険者実人員 

※　枠内  の②（1）以外の項目については、変更があった場合を除き、2回目以降の計画届時は省略できます。 

※　教育訓練を行う場合は、様式第１号（3）を併せて提出してください。また、教育訓練内容の変更を行う場合 

　は、計画の範囲内で減少する場合も含め、変更の都度、様式第１号（3）を提出してください。 

1

保険 

※ 

　常時雇用する労働者の数は届
出日現在、「2か月を超えて使
用される者であり、かつ、週当
たりの所定労働時間が当該企業
の通常の従業員と概ね同等であ
る者」の数を記入してください。 
（参考） 
2か月を超えて使用される者
とは実態として2か月を超え
て使用されている者のほか、
それ以外の者であっても雇
用期間の定めのない者及び2
か月を超える雇用期間の定
めのある者を含みます。 
 
週当たりの所定労働時間が
当該企業の通常の従業員と
概ね同等である者とは、現
に当該企業の通常の従業員
の週当たりの労働時間が40
時間である場合は概ね40時
間であるものをいいます。 

　賃金締切日が毎月一定の期日
で定められている場合、○で囲
み記入してください。 

　1人でも特例短時間休業を行
う場合は、休業予定日を○で囲
んでください。 

　休業を予定する実人数を記入
してください。 
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（※） 変更届の提出は、休業協定書の変更を伴わない場合に限り、郵送、

FAX、電子メール等による提出が可能です（ただし、この方法による場

合は、都道府県労働局又はハローワークに届いたことを電話で確認し

てください。）。

休業等実施計画の期間を、２判定基礎期間（２か月分）又は３判定基礎

期間（３か月分）とした場合であっても、各判定基礎期間ごとに、それぞ

れ計画届を提出してください。

　最初の休業予定日の前日まで
に提出（ただし、対象期間につ
いて最初に提出する場合は２週
間前をめどに提出していただく
ようお願いします）してください。 
　②～④欄の事項に変更を生じ
たときは、速やかに変更内容を
届けてください。 
　ただし、③の事項が届け出た
予定日の範囲内で減少する場合
は変更届の提出を省略できます。 
　なお、特例短時間休業を行う
予定である○で囲んだ日について、
被保険者全員が全一日休業する
こととなった場合は変更届が必
要です。 

　届出事業主の主たる事業を○
で囲んでください。 

　（始期）として指定した日から1年
間が対象期間となります。 

　休業を予定する実日数（１時間以
上行われる休業も１日として計上）を
記入してください。 

1. 添付書類

初回に提出していただいた後は、変更があった場合（休業協定書について

は失効している場合も含む。）に提出していただければ結構です。また初回

については、雇用調整実施事業所の事業活動に関する申出書（→p.30～31参

照）を併せて提出してください。

また、2回目以降の届出の場合は、前回の計画届（写）を添付してください。

（1） 休業協定書（→p.46～47参照）

・ 下記2の必要な記載事項が全て記載されているもの

（2） （1）の協定書に署名押印した労働者代表者が当該事業所の労働者の

過半数を代表する者であることを確認できる資料

・　組合員名簿・委任状（作成年月日は休業協定の締結前にすること）など

（3） 企業の業務内容、資本金を確認できる資料

・　登記事項証明書、会社案内パンフレット、法人税確定申告書（写）など

（4） 常時雇用する労働者の数を確認できる資料

・　労働者名簿、会社組織図など

（5） 賃金締切期間、所定労働日、所定労働時間、賃金構成を確認できる資料

・ 就業規則、給与規定、年間休日カレンダー、対象被保険者ごとの勤務

日程表（交代制勤務の場合）など

（6） 最近3か月及びその直前3か月若しくは前年同期の月ごと（※）の売上

高、生産高又は出荷高を確認できる資料

（※）赤字である大企業事業主については、対象期間の初日が平成21年12

月14日から平成22年12月13日までの間、赤字である中小企業事業主について

は、対象期間の初日が平成21年12月２日から平成22年12月１日までの間にあ

るものは、前々年同期との比較が可能です。

・　月次損益計算書、総勘定元帳、生産月報など

2．休業協定書に必要な記載事項

（1） 休業の期間

当該期間の始期及び終期並びにその間における休業の日数

（2） 休業の対象となる労働者の範囲

休業の期間において、休業を実施する部門、工場等の別及びそれぞれ

の部門等において休業の対象となる労働者の概数

（3） 休業手当の支払の基準

休業手当の額の算定方法等（休業手当の日額（時間額）が計算できる

ように、算式を用いるなどして給与規定に基づき具体的に協定すること）

（注） 添付書類については、上に示したもの以外の書類を提出して頂く場合

もありますので御了承ください。



製靴技能向上訓練及び 
製品の品質管理の専門知識の付与 

保険 保険 

公共職業安定所長経由 

（1）資本の額又は出資の総額　　　　　　　　　　  　円 

　常時雇用する労働者の数　　　　　　　　　　  　  人 

休業予定の被保険者実人員 

対象期間 

教育訓練予定の被保険者実人員 

　常時雇用する労働者の数は届
出日現在、「2か月を超えて使
用される者であり、かつ、週当
たりの所定労働時間が当該企業
の通常の従業員と概ね同等であ
る者」の数を記入してください。 
（参考） 
2か月を超えて使用される者
とは実態として2か月を超え
て使用されている者のほか、
それ以外の者であっても雇
用期間の定めのない者及び
２か月を超える雇用期間の
定めのある者を含みます。 
 
週当たりの所定労働時間が
当該企業の通常の従業員と
概ね同等である者とは、現
に当該企業の通常の従業員
の週当たりの労働時間が40
時間である場合は概ね40時
間であるものをいいます。 

　賃金締切日が毎月一定の期日
で定められている場合、○で囲
み記入してください。 

　教育訓練を行う場合は、休業・教
育訓練実施計画届とは別に、教育
訓練計画一覧表が必要です（P26
～27記載例）。 

　教育訓練を予定する実人数を
記入してください。 

※　枠内  の②（1）以外の項目については、変更があった場合を除き、2回目以降の計画届時は省略できます。 

※　教育訓練を行う場合は、様式第１号（3）を併せて提出してください。また、教育訓練内容の変更を行う場合 

　は、計画の範囲内で減少する場合も含め、変更の都度、様式第１号（3）を提出してください。 

※ 
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　最初の教育訓練予定日の前日ま
でに提出（ただし、対象期間につ
いて最初に提出する場合は2週間
前をめどに提出していただくよう
お願いします。）してください。 
　②～④欄の事項に変更を生じた
ときは、速やかに変更内容を届け
出てください。 
　計画の範囲内で減少する場合も
含め、変更の都度様式第１号（３）
を提出してください。 

　届出事業主の主たる事業を○で
囲んでください。 

　（始期）として指定した日から
１年間が対象期間となります。 

　教育訓練を予定する実日数を記
入してください。 

　教育訓練が行われる場所を記入
してください。 
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1. 添付書類

添付書類は、「休業の場合」の添付書類（休業協定書を除く。）のほか次の

書類を添付してください。

ただし、2回目以降の届出の場合は、前回の計画届（写）を添付すれば、

変更がある場合を除き、（3）のみ（教育訓練協定が失効している場合は（1）

も必要です。）提出していただければ結構です。

（1） 教育訓練協定書（→p.48参照）

・　下記2の必要な記載事項が全て記載されているもの

（2） 就業規則の書類（写）

・ 通常実施している教育訓練の状況を示されているもの

（3） さらに、（1）及び（2）に加えて

・　事業所内訓練の場合

① 教育訓練の計画内容（対象者、科目、カリキュラム及び期間等）

を示す書類

② 生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区分して行わ

れることを示す書類

③ 必要な知識・技能を有する指導員又は講師により行われることを

示す書類

・　事業所外訓練の場合

①　対象者、科目、カリキュラム及び期間の分かる書類

② 受講料の支払いを証明する書類（受講料が支払われない場合は除

きます。）

また、教育訓練の場合別途様式第１号（3）の提出が必要です。

2. 教育訓練協定書に必要な記載事項

イ. 教育訓練の実施主体

ロ. 教育訓練の実施施設

ハ. 教育訓練の内容

当該教育訓練の科目又はカリキュラム及び学科、実技の別

ニ. 教育訓練の期間

当該期間の始期及び終期並びにその期間における教育訓練の日数

ホ. 教育訓練の指導員（講師）の所属・役職・氏名（事業所外訓練の場合）

ヘ. 教育訓練の対象となる労働者の範囲

教育訓練の期間内において当該教育訓練を実施する部門、工場等の別及

びそれぞれの部門等における教育訓練の対象となる労働者の概数

ト. 教育訓練期間中の賃金の支払基準

当該賃金の額の算定方法等（受講日の賃金日額が計算できるように、給与

規定の条文を準用したり、算式を用いるなどして具体的に協定すること）

（※） 変更届の提出は、教育訓練協定書の変更を伴わない場合に限り、郵送、

FAX、電子メール等による提出が可能です（ただし、この方法による場

合は、都道府県労働局又はハローワークに届いたことを電話で確認し

てください。）。

休業等実施計画の期間を、２判定基礎期間（２か月分）又は３判定基礎

期間（３か月分）とした場合であっても、各判定基礎期間ごとに、それぞ

れ計画届を提出してください。

（注） 添付書類については、右

に示したもの以外の書類を

提出して頂く場合もありま

すので御了承ください。
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※労働者派遣事業所においては次のようにしてください。
　総務、営業等の労働者…正
　派遣労働者
（常用型派遣労働者を含む）…派

林　広訓

加藤　衛

杉原　陽一郎
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保険 

公共職業安定所長経由 

（1）資本の額又は出資の総額 円 

　常時雇用する労働者の数 人 

対象期間 

　常時雇用する労働者の数は届
出日現在、「2か月を超えて使
用される者であり、かつ、週当
たりの所定労働時間が当該企業
の通常の従業員と概ね同等であ
る者」の数を記入してください。 
（参考） 
2か月を超えて使用される者
とは実態として2か月を超え
て使用されている者のほか、
それ以外の者であっても雇
用期間の定めのない者及び
２か月を超える雇用期間の
定めのある者を含みます。 
 
週当たりの所定労働時間が
当該企業の通常の従業員と
概ね同等である者とは、現
に当該企業の通常の従業員
の週当たりの労働時間が40
時間である場合は概ね40時
間であるものをいいます。 

　出向先事業所の設置年月日を
記入してください。 

　出向先事業所に対しての資本
金が50％以内の場合には無を○
で囲んでください。 

1　他の事業主に係る被保険者を雇い入れている場合、以下に掲げる助成金等の支給
対象となる労働者を現在雇い入れているか否か、また、今後雇い入れる予定がある
場合にはその時期を記入してください。 
・　本助成金（出向）、特定求職者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇
用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先
導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤
人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、発達障
害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨
励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、建設業離
職者雇用開発助成金、実習型雇用助成金又は正規雇用奨励金 
2　1に該当しない場合であっても、他の事業主に係る被保険者を雇い入れている場
合は、その旨を記入してください。また、今後雇い入れる予定がある場合にはその
時期を記入してください。 
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　出向事業所ごとに最初に出向開
始日の２週間前をめどに提出して
いただくようお願いします。 
　②、③欄の事項に変更を生じた
ときは、速やかに変更内容を届け
出てください。 
　ただし、届け出予定労働者、予
定期間の範囲内で減少する変更の
場合は変更届の提出を省略できます。 

　届出事業主の主たる事業を○で
囲んでください。 

　（始期）として指定した日から1
年間が対象期間となります。 

　出向予定労働者（解雇を予定さ
れた被保険者及び日雇労働被保険
者等を除く。）の出向予定期間を
記入してください。 

1. 添付書類

添付書類は、「休業の場合」の添付書類（休業協定書を除く。）のほか、次

の書類を添付する。

（1） 出向協定書（→p.49参照）

・ 下記2（1）の必要な記載事項が全て記載されているもの

（2） 出向契約書

・　下記2（2）の必要な記載事項が全て記載されているもの

（3） 出向労働者の同意を得たものであることが確認できる資料

・ 出向労働者の同意書など

（4） 出向先事業主の登記事項証明書

（5） 出向先事業主に対して資本金の過半数を出資していないことを確認で

きる資料

・ 出向先事業主の株主名簿など

2. 協定書等に必要な記載事項

（1） 出向協定書

イ. 出向先事業所の名称　所在地及び事業の種類並びに事業主の氏名

（法人の場合は、その名称及び代表者の氏名）

ロ. 出向の実施予定時期及び出向予定期間

出向実施の始期及び終期並びに出向労働者の出向予定期間

ハ. 出向期間中及び出向終了後の処遇

雇用関係（出向元事業所の従業員たる地位を保有しつつ、出向先事

業所において勤務する形態の出向については、出向期間中は休職扱い

とすることが定められているものに限る。）、賃金その他の労働条件

（賃金については出向期間中の賃金額が計算できるように給与規定の条

文を準用するなどして具体的に協定すること）

ニ. 出向労働者の範囲　出向労働者の概数

（2） 出向契約書

イ. 出向元事業所及び出向先事業所の名称並びに所在地

ロ. 出向労働者ごとの出向開始日及び出向期間

ハ. 出向元事業所及び出向先事業所における処遇

雇用関係（出向先事業所の労働者として雇い入れられるものに限る。

また、出向元事業所の従業員たる地位を保有しつつ、出向先事業所に

おいて勤務する形態の出向については、出向期間中は、出向元事業所

においては、休職扱いとすることが定められているものに限る。）、賃

金支払義務者、支払方法、賃金に関する事項、労働条件

ニ. 出向先事業所の事業主に対する出向元事業所の事業主の賃金補助又

は出向元事業所の事業主に対する出向先事業所の事業主の賃金補助に

関する事項、当該賃金補助の考え方、補助期間、算定方法等（両事業

主の賃金（賞与を含む）補助額ないし負担額が計算できるような算式

を用いるなどして具体的に契約すること）

（注） 添付書類については、右

に示したもの以外の書類を

提出して頂く場合もありま

すので御了承ください。
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①　最初に行われる休業等実施計画（変更）届又は出向実施計画（変
更）届を提出するとき（最初の休業等予定日の2週間前をめどに
提出するようお願いします） 
②　最後に雇用調整実施事業所の事業活動状況に関する申出書を提
出してから1年以上経過して最初の休業等実施計画（変更）届を
提出するとき 
に併せて提出してください。 

Ａ、Ｂ欄は、3か月（暦月）の平均値 
例：雇用調整開始の日…平成22年10月10日 
　　Ａ欄記入値……… 平成22年6月1日～平成22年8月31日の平均値 
　　Ｂ欄記入値……… 平成22年3月1日～平成22年5月31日の平均値 

又は平成21年6月1日～平成21年8月31日の平均値  
　　　ただし、雇用調整を開始する日の前月まで記載することが可
能な場合は 

　　Ａ…………………………… 平成22年7月1日～9月30日の平均値 
　　Ｂ…………………………… 平成22年4月1日～6月30日の平均値 

　　又は平成21年7月1日～9月30日の平均値  
　　　　　　　　　　　　 を記入してください。 
※　赤字である大企業事業主については対象期間の初日が平成21年
12月14日から平成22年12月13日までの間、赤字である中小企業事
業主については対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年
12月1日までの間にあるものは、前々年同期との比較が可能です。 

売上高によりがたい場合は生産高等を括弧内に記入して生産実績
表、出荷伝票等の添付書類を併せて提出してください。 
 
　添付書類の例 
　　建　設　業……総合推移損益計算書、工事請負契約書等 
　　電気工事業……工事請負契約書等 
　　製　造　業……総勘定元帳、生産実績表、出荷伝票等 
　　運　送　業……出荷伝票等 
　　サービス業……損益計算書、総勘定元帳等 
　※例示した書類以外にも提示を求めることがあります。 

※　該当する場合は、損益計算書（公認会計士又は監査法人の監査
を受けたもの又は会計参与により作成されたもの並びに税務代理
権限証書が添付されたものに限ります。）又は法人税の納税証明
書（その2）を添付してください。なお、赤字であることの確認は、
当該適用事業所を含む企業単位において行います。 



31

公共職業安定所長経由 

124,000千円 148,000千円 総勘定元帳 

 

保険 
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公共職業安定所長経由 

保険 

　賃金締切日が毎月一定の期日
で定められている場合、○で囲
み記入してください。 

　様式第5号（2）の（7）欄の合計数 
※　短時間休業を行った場合は、
様式第５号（（２）短）の（７）（→
p.38～39参照）月間延日数を加え
た日数を記入してください。 

　様式第5号（2）の（8）欄（→p.36
～37参照）に記入した額の合計数 
※　短時間休業を行った場合は、
様式第５号（（２）短）の（８）の助
成金額を加えた金額を記入して
ください。 

　店舗名及び支店名を必ず記入
してください。 

1,472

11,047,360

1,472

11,047,360

  

（1） 

（1） 

（2） （8） （2） （8） 
（4） （5） 

（2） 

（3） 

（5） （6） 

（4） 

（3） 

（6） 

  

  
  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

( 2 )   

  

  

[ 1 2 ] 

[ 4 5 ] 

  

  
5   

  
5   

  

  

  

  

  

  

  

（様式第5号（2）の（7）欄の合計の日数） （様式第5号（2）の（7）欄の合計の日数） 

裏面がありますので、必ず支給申請書の裏面を読んでください。
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※ 2又は3の連続する判定基礎期間ごとにこの申請書を提出する場合は、

判定基礎期間ごとに別葉で行ってください（ただし、2か月目又は3か

月目の判定基礎期間については、この様式の別葉に、①の（6）欄及び

②欄のみの記入）。

※ 支給申請期間は、判定基礎期間の末日から起算

して、２か月以内です。　判定基礎期間ごと（※）に提
出し、判定基礎期間の末日の翌
日から起算して２か月以内に提
出してください。 
※　連続判定基礎期間（２判定
基礎期間（２か月分）又は３
判定基礎期間（３か月分））と
した場合であっても、各判定
基礎期間ごとに、それぞれ申
請書を提出してください。 

　対象被保険者とは、休業等又は出向を実施する事業所の雇用保険の被保険者であって、退
職願を提出した被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者等を除きます。 
※　判定基礎期間において、以下の助成金等の支給対象者については助成対象外となります。 
・　特定求職者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促
進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用
拡大助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保
等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安
定奨励金、若年者等正規雇用化特別奨励金、実習型試行雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化
特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、建設業離職者雇用開発助成金、実習型雇用助成
金、正規雇用奨励金又は精神障害者等ステップアップ雇用奨励金 

　休業延日数と教育訓練延日数
の合計の日数を記入してくださ
い。 

　支給を受けようとする助成金
額（4）と（5）の合計の金額を記
入してください。 

1. 同時に提出しなければならない支給申請書様式（休業の場合）

（1） 様式第5号（2）

（2） 様式第5号（3）

（3） 様式第5号（（2）短）（短時間休業を実施した場合）

2. 添付書類

（1） 実施計画（変更）届（写）

（2） 賃金台帳（できれば様式第5号（3）①欄記載順）

・ 休業日に支払われた手当（休業手当）と通常労働日（就労日）に支

払われた賃金、手当等とを明確に区分して記載したもので、判定基礎

期間を含め前4か月分（※手当の支払い方法が協定に定める方法と概

ね相違ないと確認できる場合は１か月）

（3） 出勤簿又はタイムカード（できれば様式第5号（3）①欄記載順）

・ 休業日（時間）、通常労働日がそれぞれ明確に区分して表示されて

いるもの

（4） 雇用維持要件を満たして助成率上乗せを申請する場合は、様式第14

号（1）（雇用維持事業主申告書）、様式第14号（2）（労働者派遣契約に

係る契約期間遵守証明書）、派遣先管理台帳等の書類

（注） 添付書類については、上に示したもの以外の書類を提出して頂く場合

もありますので御了承ください。
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（1） 

（1） 

（2） （8） （2） （8） 
（4） （5） 

（2） 

（3） 

（5） （6） 

（4） 

（3） 

（6） 

  

  
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

( 2 )   

  

[ 1 2 ] 

[ 4 5 ] 

  

  
5   

  
5   

  
  

  

  

  

  

保険 

中小企業緊急雇用安定助成金 

　賃金締切日が毎月一定の期日
で定められている場合、○で囲
み記入してください。 

　様式第5号（2）の（7）欄の合
計数を記入してください。 

　様式第5号（2）の（8）欄に記
入した額を（5）欄に記載し、合計
額を（6）欄に記入してください。 

　店舗名及び支店名を必ず記入
してください。 

公共職業安定所長経由 

（様式第5号（2）の（7）欄の合計の日数） （様式第5号（2）の（7）欄の合計の日数） 

裏面がありますので、必ず支給申請書の裏面を読んでください。
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1. 同時に提出しなければならない支給申請書様式（教育訓練の場合）

（1） 様式第5号（2）

（2） 様式第5号（3）

2. 添付書類

（1） 実施計画（変更）届（写）

（2） 賃金台帳（できれば様式第5号（3）①欄記載順）

・ 教育訓練受講日と通常労働日（就労日）に支払われた賃金、手当等と

を明確に区分して記載したもので、判定基礎期間を含め前4か月分（※

賃金の支払い方法が協定に定める方法と概ね相違ないと確認できる場合

は1か月）

（3） 出勤簿又はタイムカード（できれば様式第5号（3）①欄記載順）

・ 教育訓練日、通常労働日がそれぞれ明確に区分して表示されているもの

（4） 就業規則の書類（写）

・ 通常実施している教育訓練の状況を示されているもの

（5） さらに、（1）に加え

・ 事務所内訓練の場合

① 教育訓練の計画内容（対象者、科目、カリキュラム及び期間等）

を示す書類

② 生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区分して行わ

れたことを示す書類

③ 必要な知識、技能を有する指導員又は講師により行われたことを

示す書類

④ 各受講者の受講を証明する書類（受講レポート等）

・ 事務所外訓練の場合

① 対象者、科目、カリキュラム及び期間の分かる書類

② 各受講者の受講を証明する書類

③ 受講料の支払いを証明できる書類（受講料が支払われない場合は

除きます。）

（6） 雇用維持要件を満たして助成率上乗せを申請する場合は、様式第14

号（1）（雇用維持事業主申告書）、様式第14号（2）（労働者派遣契約に

係る契約期間遵守証明書）、派遣先管理台帳等の書類

※ 2又は3の連続する判定基礎期間ごとにこの申請書を提出する場合は、

判定基礎期間ごとに別葉で行ってください（ただし、2か月目又は3か

月目の判定基礎期間については、この様式の別葉に、①の（6）欄及び

②欄のみの記入）。

※ 支給申請期間は、判定基礎期間の末日から起算

して、２か月以内です。

　判定基礎期間ごと（※）に提
出し、判定基礎期間の末日の翌
日から起算して2か月以内に提
出してください。 
※　連続判定基礎期間（２判定
基礎期間（２か月分）又は３判
定基礎期間（３か月分））とし
た場合であっても、各判定基礎
期間ごとに、それぞれ申請書を
提出してください。 

　対象被保険者とは、休業等又は出向を実施する事業所の雇用保険の被保険者であって、退
職願を提出した被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者等を除きます。 
※　判定基礎期間において、以下の助成金等の支給対象者については助成対象外となります。 
・　特定求職者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用奨励金、沖縄若年者雇用促
進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、地域貢献活動雇用
拡大助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保
等助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、精神障害者雇用安
定奨励金、若年者等正規雇用化特別奨励金、実習型試行雇用奨励金、派遣労働者雇用安定化
特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、建設業離職者雇用開発助成金、実習型雇用助成
金、正規雇用奨励金又は精神障害者等ステップアップ雇用奨励金 

（注） 添付書類については、右

に示したもの以外の書類を

提出して頂く場合もありま

すので御了承ください。
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  2 / 3     3 / 4     4 / 5   9 / 1 0     

      3 / 4     9 / 1 0   

  

          

  

  

      

      

  

  

  

4 , 0 0 0 6 , 0 0 0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（1） 

（4） 

（2）（3） 

　各欄の端数については（4）～（6）
は切り上げ、（2）、（3）欄は小数
点以下を切り捨ててください。 

　（4）欄の平均賃金額に休業協
定書において定めた手当等の支
払い率を乗じて求めた額を記入
する。 
　基本給とその他手当との支払
い率が異なる場合は、低い方の
支払い率を使って算定してくださ
い。 

　雇用調整助成金を受給される
事業主の場合は4,000円、中小
企業緊急雇用安定助成金を受
給される事業主の場合は6,000
円になります。 

　休業又は教育訓練のいずれ
か該当する方を○で囲み、月間
延日数を記入してください（様式
第５号（3）の全一日欄の合計と
一致します。）。 

70 250
320

70 250
320

261

16,719

14,212

11,047,360

7,505

※協定上、暦日数で計算する場合は３６５日 
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1. 添付書類

（1） 労働保険の一般保険料に係る確定保

険料（雇用保険に係る部分に限る）申

告書（確定保険料申告書）

（2） 労働保険関係業務を労働保険事務組

合に委託している場合

・労働保険料等算定基礎賃金等の報告

・労働保険料納入通知書

  

  

  

  

　部署や勤務形態毎に当該所定労働日数が異なる場合は、その
部署等に従事する年度末の労働者数等により加重平均をした全
労働者の平均年間所定労働日数を記入してください。 
（例）　Ａ部署　従業員  70人……所定労働日数252日 
　　　 Ｂ部署　従業員250人……所定労働日数264日 
（70人×252日）＋（250人×264日） 

＝ 261
 

 　　　　　320人 
　ただし、休業等協定による休業手当等の算定に当たって、賃金
の日割り計算において、所定労働日数によらず暦日数を用いる場合
は、365日と記入してください。  
　なお、小数点以下の端数が生じた場合は、切り下げてください。 

　（1）欄の賃金総額を（2）欄の前年度1年間の1か月平均雇用保
険被保険者数に（3）欄の前年度の年間所定労働日数を乗じて得
た人日数で除して求めた額を記入する。 

・　雇用調整助成金を申請した大企業事業主の方は2/3（雇用維
持事業主は3/4） 

・　中小企業緊急雇用安定助成金を申請した事業主の方は4/5（雇
用維持事業主は9/10） 

（障害者に係る助成率） 
・　雇用調整助成金を申請した大企業事業主の場合、当該障害
者分については3/4  

・　中小企業緊急雇用安定助成金を申請した事業主の場合、当
該障害者分については9/10

　平成22年8月1日時点で基本手当日額の最高額は7,505円です。 
※　基本手当日額の最高額は今後変更になる場合があります。 

※　この様式による申請が2回目以降である場合、（1）～（4）まで
は省略して差し支えありません。 

※　（3）の分母は、年度末の人数で計算するため、（2）と（3）の
分母の人数は、一致しない場合があります。 
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※協定上、暦日数で計算する場合は３６５日 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

2/3・3/4・4/5・9/10

3/4・9/10

※ あみかけ欄は、短時間休業のみ実施した場合に記入してください（所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働時間内に対象被保険者

全員について一斉に１時間以上休業を行った場合は記入を省略して差し支えありません。）。 

※ 通常の休業等と併せて短時間休業を行う場合は、短時間休業分のみを記入してください。 

　　①　各欄の単位未満の端数については（４）～（7）欄は切り上げ、（２）及び（３）欄は切り捨てて下さい。 

　　②　（６）欄については、基本手当日額の最高額を超える時は当該最高額となります。 

　　③　（６）～（８）欄のうち、「障害者」「障害者以外」欄については、障害者に係る助成率の上乗せを申請する場合のみ記入 

　　　 してください。 

　　④　上記（短時間休業）の実施に係る雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の受給に当たって、本様式に 

　　　よる算定方法により算出された（８）の額が支給を受けようとする助成金額となります。 

　　⑤　支給額の決定は、労働局において雇用保険データを基に算出された額となりますので、本様式で算出された金額と異な 

　　　る場合があり ますのでご了承ください。 

 

　各欄の端数については（4）～（7）
は切り上げ、（2）、（3）欄で小数点
以下を切り捨ててください。 

　（4）欄の平均賃金額に休業協
定書において定めた手当等の支払
い率を乗じて求めた額を記入する。 
　基本給とその他手当との支払い
率が異なる場合は、低い方の支払
い率を使って算定してください。 
 

※　通常の休業と併せて行う場合
は短時間休業のみの助成額を
記入してください。 

　様式第5号（3）の短時間の欄の休
業時間数の合計を記入してください。 

　月間延休業時間数を事業所の
代表的な所定労働時間で除してく
ださい。なお、所定労働時間数に端
数がある場合（例：７時間40分）は、
分数で計算してください（7  時間）。 2 

3

7,505

1,726,150

1,840

230
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1. 添付書類

（1） 労働保険の一般保険料に係る確定保

険料（雇用保険に係る部分に限る）申

告書（確定保険料申告書）

（2） 労働保険関係業務を労働保険事務組

合に委託している場合

・労働保険料等算定基礎賃金等の報告

・労働保険料納入通知書

  

　部署や勤務形態毎に当該所定労働日数が異なる場合は、その部署等に従
事する年度末の労働者数等により加重平均をした全労働者の平均年間所
定労働日数を記入してください。 
（例）　Ａ部署　従業員 70人……所定労働日数252日 
　　　 Ｂ部署　従業員250人……所定労働日数264日 
（70人×252日）＋（250人×264日） 

＝ 261
 

　　　　　 320人 
　ただし、休業等協定による休業手当等の算定に当たって、賃金の日割り計算
において、所定労働日数によらず暦日数を用いる場合は、３６５日と記入してください。 
　なお、小数点以下の端数が生じた場合は、切り下げて下さい。 

　（1）欄の賃金総額を（2）欄の前年度1年間の1か月平均雇用保険被保険
者数に（3）欄の前年度の年間所定労働日数を乗じて得た人日数で除して求
めた額を記入してください。 

・　雇用調整助成金を申請した大企業事業主の方は2/3（雇用維持事
業主は3/4） 

・　中小企業緊急雇用安定助成金を申請した事業主の方は4/5（雇用
維持事業主は9/10） 

（障害者に係る助成率） 
・　雇用調整助成金を申請した大企業事業主の場合、当該障害者分
については3/4 

・　中小企業緊急雇用安定助成金を申請した事業主の場合、当該障
害者分については9/10

　平成22年8月1日時点で基本手当日額の最高額は7,505円です。 
※　基本手当日額の最高額は今後変更になる場合があります。 

※　（3）の分母は、年度末の人数で計算するため、（2）と（3）の
分母の人数は、一致しない場合があります。 
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公共職業安定所長経由 

険 

（1） 

（3） 

（5） （6） （7） 

（4） 

（2） 

（8） 

（9） 

  

  

      
  

    

  

  

  

  

  

  

  

2 / 3 3 / 4 4 / 5 9 / 1 0   

  

  

（6）（7）     

  

        

  
  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

　様式第6号（4）－1又は（4）－2の⑬
欄の合計を記入してください。 

1　他の事業主に係る被保険者を雇い入れている場合、以下に掲げる助成金等の支給
対象となる労働者を現在雇い入れているか否か、また、今後雇い入れる予定がある場
合にはその時期を記入してください。 

・　本助成金（出向）、特定求職者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、地域求職者雇用
奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導
的創業等奨励金、地域貢献活動雇用拡大助成金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人
材確保助成金、介護基盤人材確保等助成金、介護未経験者確保等助成金、発達障害
者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金、若年者等正規雇用化特別奨
励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金、特例子会社等設立促進助成金、建設業離
職者雇用開発助成金、実習型雇用助成金又は正規雇用奨励金 
2　1に該当しない場合であっても、他の事業主に係る被保険者を雇い入れている場合は、
その旨を記入してください。また、今後雇い入れる予定がある場合にはその時期を記入
してください。 

　店舗名及び支店名を必ず
記入してください。 

　様式第6号（4）－1又は（4）－2の②
欄の合計を記入してください。なお、
この人数は、様式第6号（2）－1又は（2）
－2の⑤欄の合計と同じになります。 

中小企業緊急雇用安定助成金 

裏面がありますので、必ず

支給申請書の裏面を読んで

ください。
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1. 同時に提出しなければならない支給申請書様式
（1）出向元事業所の事業主が出向先事業所の事業主に賃金補助をする場合
（（ａ）の額の場合）

イ．様式第6号（2）－1
ロ．様式第6号（3）
ハ．様式第6号（4）－1

（2）出向先事業所の事業主から賃金補助を受けて、労働者に賃金を支払う場合
（（ｂ）－（ｃ）の額の場合）

イ．様式第6号（2）－2
ロ．様式第6号（3）
ハ．様式第6号（4）－2

（3）出向先事業所の事業主とそれぞれ賃金を支払う場合（（ｄ）の額の場合）

イ．様式第6号（2）－2
ロ．様式第6号（3）
ハ．様式第6号（4）－2

（4）出向先事業所の事業主に賃金補助をし、かつ労働者に賃金を支払う場合
（（ａ）＋（ｄ）の額の場合）

イ．様式第6号（2）－1
ロ．様式第6号（2）－2
ハ．様式第6号（3）
ニ．様式第6号（4）－1
ホ．様式第6号（4）－2

2. 添付書類
（1）実施計画（変更）届（写）
（2）出向労働者ごとの出向開始日及び出向期間が確認できる資料
（3）賃金台帳
イ. 出向元事業所の事業主が出向労働者に賃金を支払った場合には、そ
の額が明らかになる書類

ロ. 出向先事業所の事業主が出向労働者に賃金を支払った場合には、そ
の額が明らかになる書類

（4）賃金の補助額が確認できる台帳
イ. 出向元事業所の事業主が出向先事業所の事業主に対して出向労働者
の賃金について補助した場合は、その額が明らかになる書類

ロ. 出向先事業所の事業主が出向元事業所の事業主に対して出向労働者
の賃金について補助した場合は、その額が明らかになる書類

（5）出勤簿又はタイムカード
（6）労働者名簿
・ 出向対象労働者の従事している業務内容ないし所属が記載されている
もの

（ａ）
賃金の一部について補助

賃金の支払い
出向労働者

出向元事業所の事業主 出向先事業所の事業主

（ａ）
賃金の一部について補助

賃金の支払い
出向労働者

出向先事業所の事業主

（c）
賃金の一部について補助

賃金の支払い（b）賃金の支払い
出向労働者

出向元事業所の事業主 出向先事業所の事業主

賃金の支払い（d）賃金の支払い

（d）賃金の支払い

出向労働者

出向元事業所の事業主 出向先事業所の事業主

出向元事業所の事業主

　支給対象期の経過後2か月以
内に提出してください。 

・　雇用調整助成金を申請した大企
業事業主の方は2/3（雇用維持事
業主は3/4） 
・　中小企業緊急雇用安定助成金を
申請した事業主の方は4/5（雇用維
持事業主は9/10） 

（障害者に係る助成率） 
・　雇用調整助成金を申請した大企
業事業主の場合、当該障害者分に
ついては3/4 
・　中小企業緊急雇用安定助成金を
申請した事業主の場合、当該障害
者分については9/10

（注） 添付書類については、右

に示したもの以外の書類を

提出して頂く場合もありま

すので御了承ください。
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123-4567　熊本市○○6-1-38

123-4567　熊本市○○6-1-38○○工業株式会社 

22 11 14

475832-8

総務部長　　村上直子 

熊本 
熊本 

350

50

400

350

50

400

350

50

400

340

50

390

340

50

390

340

50

340

50

390 395 390

又は支給対象期 

987 654

22 10 1 22 10 30

3210

○○工業株式会社 
代表取締役　赤羽　光秀 

赤 
羽 　休業等の場合は判定基礎期間

を、出向の場合は支給対象期を
記入してください。 

　判定基礎期間又は支給対象期
の末日の人数を記入してください。 

　判定基礎期間又は支給対象期
の末日の合計の事業所労働者数
と6か月間の平均の事業所労働
者数を比較して4/5以上であった
場合に助成率の上乗せの対象と
なります。 

　②「6か月前」から「1か月」欄
については、1年間の対象期間の
初回の計画届の提出日の属する
月の前月から遡った6か月間の各
月末の事業所労働者数を記入し
てください。 

※助成率の上乗せは次のとおりです。 
・雇用調整助成金　2/3→3/4 
・中小企業緊急雇用安定助成金　4/5→9/10

※「事業所労働者」とは支給申請事業主の事務所において、
雇用保険の被保険者として雇用されている者及び派遣労働
者として役務の提供を行っている者のことです。 

※判定基礎期間（賃金締切期間）とその直前６か月の間に事業所労働者の解雇等（解雇予告、有期契約労働者の雇い
止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含め。）を行っていた場合、また、特定受給資格者又は特定
理由離職者となる離職を行っていた場合、助成率の上乗せはされません。 

【雇用維持事業主申告書記載例】 

険 

1. 添付書類

派遣労働者から役務の提供を受けてい

る場合は以下の書類も添付してください。

（1） 様式第14号（2）

（2） 派遣先管理台帳の写し等の書類
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　平成　　　年　　　月　　　日から平成　　　年　　　月　　　日に、当該助成

金を受給しようとする休業等実施事業所（名称：　　　　　　　　　　　　　　）

で役務の提供を行った派遣労働者の就業状況については、下記のとおりであり、当

該派遣労働者の意に反して契約期間満了前に契約を解除した者がいないことを証明

します。 

890-1234

東京都世田谷区○○-○ 
株式会社○○サービス 

代表取締役　中村 雄一郎 

22

22 11 14

2 24 22

○○工業株式会社 

9 25

50

0

0
0

中
村 

　休業等の場合は、判定基礎期
間の初日の前日から遡って6か月
前から判定基礎期間の末日までを、
出向の場合は出向実施計画の提
出日から支給対象期の末日までの
期間を記入してください。 

　「うち上記期間内に当該派遣
就業を終了した者」の人数につい
ては、その内訳をすべて記入し、「う
ち自己都合により当該派遣就業を
終了した者」及び「うち契約期間
満了により当該派遣就業を終了し
た者」のいずれにも該当しない場
合は、「その他（　　　）」欄に記
入してください。 

※本証明書は、助成金を受給しようとする事業主ではなく、派遣労働者を雇用する
派遣元事業主が記入してください。 

【労働者派遣契約に係る契約期間遵守証明書記載例】 
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記入上の注意 

あるいは、○○工場の従業員 
　　　　　○○部の従業員 
　　　　　等と限定しても構いません。 

　各休業日ごとに何人くらいずつ休業の対象者とするか
の概数です。 

　この項目は給与規定等に定めていればそれにより、定
めていなければ協定で定めてください。給与規定等に定
めている基準とは別に協定で定める場合は、その旨を明
記してください。 

　労働基準法第26条に定める平均賃金の60％の基準を下
回ることはできません。 

日割り計算の方法を明記してください。 
例　月額÷所定労働日数 
　　月額÷22日（毎月一律） 
　　等 

計画届を提出する当日までに締結してください。 

　計画届の提出の際の申請事業主と同一人とします。 
　ただし、申請事業主と締結をしがたい場合は、この事
業所を代表する責任者の方でも構いません。 

組合の無い場合は委任状を添付してください。 

複数の組合と協定を結ぶ場合は全て連記してください。 

　組合が多くの事業所にまたがる場合は組合全体の代表者、
あるいは組合のうち休業を行う事業所の組合員の代表者
のいずれでも構いません。 
例　全国○○労働組合　中央執行委員長 
　　全国○○労働組合赤羽工業支部　支部執行委員長 
　　赤羽工業株式会社労働組合　○○工場支部長 
　　等 

なるべく特定の人のみに限定されないようにしてください。 
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休　業　協　定　書  （例） 
 
 

　赤羽工業株式会社と赤羽工業株式会社労働組合とは、休業の実施に関し下記のとおり協

定する。 

 

記 

 

1．　休業の時期 

休業は平成22年10月1日から平成22年10月31日までの間において、これらの日を含め、13

日間（休業8日間、短時間休業5日間）実施する。 

　短時間休業の場合、一所定労働日当たりの休業時間は、2時間とする。 

2．　休業及び短時間休業の対象者 

（1）　全従業員を対象とする。 

（2）　休業日の休業人数は概ね184人とする。 

（3）　休業はできる限り輪番で行うものとする。 

3．　休業時間（短時間休業） 

15時00分～17時00分（所定労働時間9時00分～17時00分） 

4．　休業手当の支払い基準 

休業日に、次の基準により算定した額の手当を支払うものとする。 

（1）　1日当たりの額の算定方法 

イ．　月ごとに支払う賃金　月額÷所定労働日数 

ロ．　日ごとに支払う賃金　その額 

ハ．　時間ごとに支払う賃金　時間額×所定労働時間数 

（2）　短時間休業を行った場合の1時間当たりの額の算定方法 

イ．　月ごとに支払う賃金　月額÷所定労働日数÷所定労働時間数 

ロ．　日ごとに支払う賃金　日額÷所定労働時間数 

ハ．　時間ごとに支払う賃金　その額 

（3）　対象となる賃金は、基本給、職務手当、資格手当、管理職手当、家族手当、住宅手当、

通勤手当及び皆勤手当とし、基本給は85％、基本給以外は100％支給するものとする。 

5．　雑則 

　　この協定は平成22年10月1日に発効し、平成22年10月31日に失効する。 

 

平成22年9月1日 

 

 赤羽工業株式会社 

 代表取締役　赤羽　光秀　印 

 

 赤羽工業株式会社労働組合 

 執行委員長　大月　公一　印 

　基本給とその他手当
との支払い率が異なる
場合、助成額の算定は
低い方の支払い率を使
用します。 

赤
羽 

大
月 
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教  育  訓  練  協  定  書 （例） 
 

　川口製靴株式会社と川口製靴株式会社労働組合とは、事業活動の縮小に伴う教育訓練
の実施に関し下記のとおり協定する。 
 

記 
 
1．　教育訓練の実施主体 
川口製靴株式会社 

2．　教育訓練の実施施設 
　川口製靴株式会社内の実習工場とする。 

3．　教育訓練の内容 
製靴技能向上訓練及び製品の品質管理の専門知識の付与とする。（カリキュラムは別添
のとおり） 

4．　教育訓練の期間 
教育訓練は、平成22年10月6日から平成22年10月24日までの間において、これらの日を含

め、7日間実施する。 
5．　教育訓練の指導員（講師） 
　全日本革靴協会 
　技術部長　山田太郎 
6．　教育訓練の対象者等 
（1）　革靴の製造に従事する者全員を対象とする。 
（2）　教育訓練実施日の受講人数は概ね60人とする。 
（3）　教育訓練は、同一人について概ね7日程度行うものとする。 
7．　賃金の支払い基準 
　　教育訓練受講日に、次の基準により算定した額の賃金を支払うものとする。 
（1）　1日当たりの額の算定方法 
イ．　月ごとに支払う賃金　月額÷所定労働日数 
ロ．　日ごとに支払う賃金　その額 

（2）　対象となる賃金は、基本給、職務手当、資格手当、管理職手当、家族手当、住宅手当、
通勤手当及び皆勤手当とし、各々100％支給するものとする。 
ただし、皆勤手当は給与規定に定める支給の要件を満たしている場合のみに対
象とする。 

8．　雑則 
　　　この協定は平成22年10月3日に発効し、平成22年10月25日に失効する。 
 
平成22年9月10日 
 
 川口製靴株式会社 
 代表取締役　川口　一男　印 
 
 川口製靴株式会社労働組合 
 執行委員長　王子　助蔵　印 

　記入上の注意は概ね休業協定書と同じです。 
　ここには教育訓練の場合の注意を書きましたので、それ以
外の項目については休業協定書の注意を参考にしてください。 

　教育訓練の賃金の支払い率が
100％未満となる場合については、
労働契約（又は就業規則）におい
て一定割合を支払う旨の規定が必
要です。 

通常行われている教育訓練は対象となりません。 
 

　様式第1号（1）の④の（4）欄の内容を具体的
に記入してください。 

　事業主自らが実施又は外部講師を活用
した場合でも事業主が実施するものは、事
業主が実施主体となります（外部の企業等
に委託等を行い、当該企業等が実施する
場合は、当該企業等が実施主体となります。）。 

川
口 

王
子 
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出向予定期間を明記して
ください。 

記入上の注意は概ね休業協定と同じです。 
ここには出向の場合の注意を書きましたので、それ以外
の項目については休業協定書の注意を参考にしてください。 

出向を開始する始期及び
終期を明記してください。 

出  向  協  定  書 （例） 
 

　大宮アルミ株式会社と大宮アルミ労働組合とは、事業活動の縮小に伴う出向の実施に関し
下記のとおり協定する。 
 

記 
 
1．　出向先 
　○○モーターズ株式会社 

　所在地　室蘭市山手町1-2-5 
　事業の種類　自動車製造業 
　事業主　○○モーターズ株式会社　代表取締役　中神　謙 
2．　出向期間等 
（1）　出向期間は出向開始日より6か月間とする。 
（2）　出向開始日等 
　　  出向先への赴任日は、平成22年8月1日から平成23年1月31日までの間とする。 
3．　出向対象者 
（1）　出向人数は1人とする。 
（2）　出向対象者は、営業部門、総務部門で出向を希望する者とする。 
4．　出向労働者の処遇 
（1）　身分 
イ．　出向期間中は、総務部所属とし、休職扱いとする。 
ロ．　勤続は通算する。 

（2）　勤務 
出向労働者の就業時間、休日、休暇等就業に関する労働条件は、出向先の規定によ

るものとする。 
（3）　賃金 

出向労働者の賃金及び一時金は出向先の定めるところによる。ただし、出向先におけ
る支給額が出向先における勤務に基づき当社規定により計算した支給額に達しないと
きは、その差額を当社が補助し、出向先から支給する。 

（4）　労働保険 
　出向労働者の労災保険及び雇用保険は、出向先において加入するものとする。 

（5）　復帰後の配置職務 
　出向労働者が復帰する際には、その能力、経験等を考慮して配置職務を決定する。 

5．　雑則 
（1）　この協定は平成22年8月1日から発効する。 
（2）　出向労働者に関する諸条件の適用期間は、出向開始日から起算して6か月間とする。 
 
平成22年7月10日 
 
 大宮アルミ株式会社 
 代表取締役　大宮　和夫　印 
 
 大宮アルミ労働組合 
 執行委員長　大川　栄治　印 大

川 
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不正受給防止対策を強化しました！
雇用調整助成金は、景気の変動などにより売上高等が減少し、事業活動の縮小を余

儀なくされた事業主が、一時的に休業等を実施することにより、労働者の雇用の維持

を図った場合、支払った休業手当等の一部を助成する制度です。厳しい経済情勢の中、

この制度は多くの事業所に利用していただいておりますが、虚偽の支給申請を行うな

ど、一部に不正な受給もみられます。このため、厚生労働省および都道府県労働局で

は、平成22年11月1日以降の申請から、不正受給防止対策を強化しました。

偽りその他の不正行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け、

または受けようとした場合をいいます。

不正受給であることが判明した場合、不正に係る助成金については不支給または

支給の取り消しをするとともに、既に助成金を支払った場合は、助成金を返還し

ていただきます。

また、この場合、不支給とした日、支給を取り消した日又は不支給とされる前に

支給申請を取り下げた場合の取り下げ日から３年間は、雇用保険料を財源とした

すべての助成金が支給されません。

さらに詐欺、脅迫、贈賄等刑法に触れる行為があった場合等、刑事告発をするこ

とがあります。

不正受給を行った場合

平成22年11月1日以降の申請から実施します。

特に悪質なものについては、刑事告発します。



（22.11.1）

雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金についての

実地調査への協力のお願いについて


